
 

船舶事故調査報告書 

令和３年６月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 かき
．．

養殖施設損傷 

発生日時 令和２年４月２１日 ０３時００分ごろ 

発生場所 香川県多度津
た ど つ

町亀
かめ

笠
がさ

島南西方沖 

 三玉岩灯標から真方位０７９°１.３海里付近 

 （概位 北緯３４°１５.２′ 東経１３３°４１.９′） 

事故の概要 引船第三十七住
すみ

吉
よし

丸及び台船竜
りゅう

和
わ

１号は錨泊中、両船が走錨して

かき
．．

養殖施設に進入し、同施設が損傷した。 

事故調査の経過 令和２年６月１１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第三十七住吉丸、１９トン 

２７３－１１７８３広島、住広海運有限会社 

Ｂ 台船 竜和１号、総トン数不詳 

  なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

かき
．．

養殖施設 かき
．．

筏及び標識灯に損壊等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風速 約７.０～８.０m/s、視界  

   良好 

海象：波高 約０.７ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過 Ａ船及びＢ船は、亀笠島南西方沖で錨泊中、両船が走錨してかき
．．

養

殖施設に乗り入れ、同施設が損傷した。 

分析 Ａ船及びＢ船は、風速約７.０～８.０m/s の中、錨泊中、両船が走

錨してかき
．．

養殖施設に乗り入れ、同施設が損傷したと考えられるが、

船長及び船舶所有者から情報が得られなかったことから、損傷に至っ

た状況を明らかにすることができなかった。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が、風速約７.０～８.０m/s の中、

錨泊中、両船が走錨してかき
．．

養殖施設に乗り入れ、同施設が損傷した

ものと考えられる。 

 


